
1. 本論の目的

本論の目的は、ソーシャルワークの立場から、

ケアマネジメントの意義を検討し、ケアマネジメ

ントの実践活動プロセスと課題を明らかにするこ

とを目的としている。

現在、ケアワーカーを主人公とした『ヘルプマ

ン』という漫画が話題を呼んでいる。そのなかの

ひとつ「介護支援専門員編」（くさか 2006a,

2006b, 2007）は、ケアマネジャーの業務実態を

生々しく描いている。ケアワーカーやホームヘル

パーとして働いていた主人公は、ケアマネジャー

に対する不満を感じていたこと、ケアマネジャー

になれば、「すべてはオレの裁量次第」（くさか

2006a: 26）で利用者のサービス利用をすすめるこ

とができると考え、ケアマネジャーに転身した。

しかしながら、実際のケアマネジャー業務は、

利用者、その家族、サービス事業者、母体法人、

地域住民、行政の間に立ち、神経をすり減らすも

のであった。訪問時に不在の利用者や直前にキャ

ンセルをする利用者、社会資源の量的･質的な不

足、母体法人からのプレッシャー、制度の枠組み

など多くの制約のなかで、ケアマネジャーは業務

を遂行しなくてはならないことを、ケアマネジャ

ーとして業務をすすめるなかで、主人公は初めて

気づく。主人公の気づきは、ケアワーカー、ホー

ムヘルパーでさえ、ケアマネジャーの役割や業務

内容を理解していなかったことを表している。

このようにケアマネジメントとは、非常に見え

にくい業務である。それでは、ケアマネジャーは

現実にいかにして業務を遂行しているのであろう

か。そして、ケアマネジメントを展開するうえで

の困難さとは何であろうか。

本論では、以上のような問題意識から、ケアマ

ネジメントで展開される実践活動と課題について

検討することを目的とする。そのために、第一

に、ソーシャルワークの立場から、ケアマネジメ

ントの試論を提示する。次に、介護保険下におい

て、ケアマネジャーが展開している実践活動プロ

セスを明らかにする。そのうえで、介護保険再編

後のケアマネジメントをめぐる課題について述べ

る。

なお、本論では、ケアマネジメントを介護保険

制度の利用支援にとどまらず、申請を行わない利

用者の発見や接触、介護保険以外のフォーマルサ

ービスやインフォーマルサポートの利用の支援や

開発、地域活動などを含めたより幅広い活動と規

定する。

2. ケアマネジメントの定義

本節では、ケアマネジメントの目的や機能につ

いての議論を踏まえ、本論におけるケアマネジメ

ントの定義を提示する。

（1）ケアマネジメントの目的や機能

ケアマネジメントの目的や機能は、アプローチ

や実践モデルによって差異が見られている。以

下、２つの分析軸から概観する。

第一の分類軸として、ケアマネジメントの志向

37

介護労働とケアマネジメント

特集論文

山井 理恵
（明星大学人文学部 教授）



性にかかわるものがある。大きく分けると、①利

用者のサービス利用に焦点を当てた｢サービス志

向モデル｣｢利用者の弁護を強調するアプローチ｣

｢利用者志向モデル｣、②サービスの分配に焦点を

当てた「システム志向モデル」｢社会資源の分配

を強調するアプローチ｣「サービス供給主体志向

モデル」がある（Austin 1990; Kane 1992=1997;

Rose 1992）。それぞれのモデルは対極にあるもの

の、連続性がある。個々の利用者に焦点を当てた

モデルであっても、資源の効率的な配分を無視で

きない。一方、供給主体に焦点を当てたものであ

っても利用者の問題を解決することを全く無視す

ることはできない（Austin 1990）。

第二の分類軸として、ケアマネジメントの目標

を踏まえながら、ケアマネジャーがケアマネジメ

ント過程においていかなる役割や機能、実践活動

を行うかを論じたものがある（Austin 1988; Holt

2000=2005; 白澤 1992）１）。そこでは、利用者に

社会資源を紹介することに限定したものから、利

用者と社会資源の間に立って情報提供や仲介、社

会資源の利用開始後の調整をも行うもの、地域で

の資源開発も含めたもの、さらにはリハビリテー

ションやセラピー的な役割を含むものに分かれて

いる。

いずれのアプローチやモデルにおいても、利用

者と社会資源を結びつけるという面は共通する。

したがって、ケアマネジメントの独自性は、利用

者の問題解決のために社会資源を結びつけること

にあると考えられる。しかしながら、そこでのケ

アマネジャーの役割にはアプローチやモデルによ

って差異が見られ、利用者に社会資源を仲介する

ことだけに限定したものから、仲介後も支援を継

続するもの、利用者への支援に焦点を当てたミク

ロなレベルにとどまるものから、地域における社

会資源の開発などのメゾ、マクロなレベルをも含

んだものがある。さらに利用者への支援について

も、社会資源の仲介にとどまるものから、ソーシ

ャルスキルトレーニングやカウンセリング、サイ

コセラピー的な支援をも含むものも見られている。

（2）本論におけるケアマネジメントの定義

本論では、ケアマネジメントを、「利用者の問

題解決のために、利用者が社会資源を利用する力

（以下、利用力）を促すと同時に、供給主体が適

切な社会資源を提供する力（以下、提供力）を支

援するための手続きの総体」と定義する。

ソーシャルワーク、特に近年中心となっている

ジェネラリスト･ソーシャルワークは、生態学的

枠組みやシステム論的枠組みを導入しながら、利

用者、家族、集団、施設･機関やコミュニティ、

政策システムや社会を視野に入れた、ミクロから

メゾ、マクロシステムにまでわたる実践活動を展

開する。各システムにおける実践活動がフィード

バックされることで、システムが交互に影響し合

うと考える。問題が生じた場合、利用者や環境の

いずれかに原因があると考えるのではなく、生態

学的な視点から、問題の発生を個人と環境のイン

ターフェイスの不具合にあると捉える（Kirst-

Ashman and Hull 1993; Johnson and Yanca

2001=2004; Miley et al. 2007; 太田 1999; 佐藤

2001; 副田 2005; Timberlake et al. 2002; 渡部

1998; Zastrow 2003）。

したがって、利用者の社会資源利用に問題が生

じた場合においても、その問題が利用者の利用力

の低さから生じるだけではなく、供給主体の提供

力との交互作用から生じるという枠組みを導き出

すことが可能になる。利用者のコンピテンスのひ

とつである利用力を高めることにより、状況を打

破し問題を解決することができる。同時に、供給

主体が提供力を高めることによって、利用者の問

題解決に対応できるようになる。

利用者の問題は、利用者の個人的な要因から生

じると考えがちである。しかしながら、利用者の

問題や問題解決の困難性は、利用者だけではなく

供給主体側の要因やケアシステムの未整備によっ

ても生じる（窪田 1993; 根本 1990; 竹内 2006; 和

気 2005; 安田 2002; 吉江ほか 2006）。したがって、

ケアマネジャーは社会資源の利用支援による利用

者の問題解決を主目的としながらも、供給主体の

提供力を促していくための実践活動を並行するこ

ととなる。

季刊家計経済研究　2009 SPRING No.82

38



ケアマネジャーの業務実態をタイムスタディに

より明らかにした研究においても、ケアマネジャ

ーがほかの供給主体や関係機関との連絡や調整を

行う時間の割合はけっして少ないものではない

（上之園 2003; 馬場･三枝 2008; 副田 2004）。ケア

マネジャーの業務とは、利用者と社会資源を結び

つけるだけにとどまらず、利用者が社会資源を利

用することによって自分の問題を解決することと、

供給主体が利用者や地域社会に適切な社会資源を

提供できるようにするという２つの側面が複雑に

絡み合っている。

3. ケアマネジャーの実践活動プロセス

本節では、筆者が2002年から2005年にかけて実

施した質的調査（山井 2005, 2006, 2008a, 2008b）

をもとに、ケアマネジャーが利用者の社会資源を

利用する力ならびに供給主体の社会資源を提供す

る力を促進するために、いかなる実践活動を展開

しているかを述べる。

（1）調査の概要

調査対象となった在宅介護支援センター（居宅

介護支援事業所併設）のケアマネジャー24名の概

要は図表－１の通りである。調査対象のケアマネ

ジャーに、介護保険に該当する担当利用者（要介

護認定を行えば、該当すると思われる利用者も含

む）のうち、ケアマネジャーが支援困難と判断し

た利用者１ケース以上の抽出を依頼し、合計72ケ

ースが提示された（図表－２）。

ケアマネジャーが判断した利用者の支援困難性

としては、①精神障害や認知症により対応が困難で

ある、②医療依存度が高く提供できる社会資源が

少ない、③サービスの利用を拒否したり、中断した

りする、④独自の生活スタイルをもちサービス利用

に支障が出ている、⑤サービスに対するクレームが

多い、⑥家族成員が身体障害や精神障害を有して

おり対応が難しい、⑦家族関係が社会資源利用に

影響を及ぼしているといった７点に大別される。

（2）利用力を促進するための実践活動プロセス

調査の結果、ケアマネジャーは、利用者がケア

マネジャーや社会資源を自分の問題解決に役立つ

ものと認めていくような実践活動を展開している

ことが明らかになった。利用者のなかには、他者

や専門職に対する不信の念をもっていたり、社会

資源を適切に利用する方法がわからないものも少

なくない。そのような、利用者に対してケアマネ

ジャーは以下の３種類の実践活動を展開している

ことが明らかになった。
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図表--1 調査対象のケアマネジャーの概要 

性別 

年齢 

所有資格（複数回答） 

 

 

ケア領域の経験年数 

 

在宅介護支援センターの勤務年数 

 

 

 

 

 

性別 

年齢 

 

要介護度 

男性９名、女性15名 

20歳代１名、30歳代７名、40歳代10名、50歳代６名 

介護支援専門員24名、看護師12名、介護福祉士６名 

社会福祉主事５名、社会福祉士２名、精神保健福祉士１名 

訪問介護員１級１名、保健師１名、その他２名 

５～10年未満３名、10～15年未満５名、15～20年未満６名 

20～25年未満６名、25～30年未満１名、30年以上３名 

５年未満11名、５～10年未満７名、10年以上６名 

 

 

 

 

 

男性31名、女性41名 

40歳代１名、50歳代１名、60歳代９名、70歳代30名、80歳代25名 

90歳代６名 

要支援　４名、要介護１　11名、要介護２　18名、要介護３　９名 

要介護４　16名、要介護５　10名、非更新２名、未申請２名 

図表--2 利用者の概要 



第一に、ケアマネジャーが利用者に寄り添い、

安心感を提供しながら、利用者をケアシステムに

導くという実践活動である。訪問や連絡を重ねる

ことによって「支援を行いたい」という意思を伝

えることや、利用者の長所を見つけそれを言葉に

することで、利用者がケアマネジャーと接触する

ことを促していた。

次に、ケアマネジャーと利用者が解決すべき問

題を話し合うという実践活動である。利用者がケ

アマネジャーと接触するようになると、ケアマネ

ジャーは、利用者の言動を丁寧に観察しながら、

利用者にとっての「問題」と自分が判断した｢問

題｣を明らかにする。両者に差異が生じている場

合は接点を見つけながら、利用者が社会資源を利

用しようという気持ちを促していた。ここでは、

ケアマネジャーは自分が判断した問題を、あると

きは遠まわしに、あるときには明確に伝えること

により利用者が問題の解決の必要性を認めるよう

な支援を行っていた。さらに、問題が社会資源を

利用することによって解決できる可能性を強調す

ることで、利用者が社会資源にアクセスすること

を促していた。

第三の実践活動は、利用者の目に見える形で問

題を解決することである。利用者がケアマネジャ

ーや社会資源を利用しはじめると、ケアマネジャ

ーは、利用者の目に見える形で問題を解決するこ

とで、利用者がケアマネジャーや社会資源の有用

性を認めることを促していた。ケアマネジメント

は、ケアマネジャーが直接的な支援を行うことよ

りも、供給主体に対する連絡や調整によって問題

を解決することが多い。したがって、明確に結果

が出ない場合、利用者はケアマネジャーが業務を

遂行していないのではないかという不信の念を抱

きかねない。ケアマネジャーが自分の実践活動や

見通しを伝えることは、このような不信の念を防

ぐことに貢献していることが明らかにされた。

このような一連の実践活動を展開することによ

って、利用者はケアマネジャーを自分の問題解決

に役に立つものと認め、そして困ったことがあっ

たときにはケアマネジャーに連絡や相談をするよ

うになる。

（3）提供力を促進するための実践活動プロセス

次に、供給主体の提供力を促進するための実践

活動プロセスについて述べる。なお、ケアマネジ

ャーは、あらゆる業務を通じて、供給主体の提供

力をアセスメントしていた。そのため、供給主体

の提供力をアセスメントする実践活動プロセスと、

供給主体の提供力を促進する実践活動プロセスに

分けて論じる。

（a）供給主体の提供力をアセスメントする

実践活動プロセス

調査の結果、ケアマネジャーは、供給主体の提

供力のアセスメントを、主に以下の４種類の実践

活動によって行っていた。

第一に、地域に存在あるいは潜在している社会

資源や供給主体の存在を把握することである。把

握の方法としては、①上司や同僚、自治体や関係

機関、連絡会によるクチコミ、②新聞･専門誌、

ネットなどのメディアを利用する方法、③供給主

体の営業活動などがある。このような方法によっ

て、ケアマネジャーは社会資源や供給主体の存在

を知ることとなる。

次に、ケアマネジャーは、利用者に仲介した状

況をシミュレートすることで供給主体の提供力を

吟味する。供給主体に対して質問を行ったり、施

設の見学をすることがこれに含まれる。なかでも、

自分が担当している、あるいは担当していた支援

困難な利用者の対応可能性を具体的に尋ねること

は、供給主体の提供力を把握する上で重要な実践

活動であることが、調査対象のケアマネジャーか

ら強調されていた。

第三に、供給主体と一緒に業務を行うことで提

供力を詳細に吟味する。自分が担当した利用者か

ら意見を聞いたり、ケアマネジャー自身がチェッ

クを行うことは、供給主体が実際に適切な社会資

源を提供できているのかを確認することにつなが

る。また、ケアマネジャーの問い合わせに対する

対応や、供給主体からの連絡も、供給主体の力量

や誠実さなどの提供力を吟味する有効な手がかり

となる。一緒に地域活動を行うことも供給主体の

提供力をアセスメントするためには参考になる。
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さらに、ケアマネジャーは、一連の過程を通し

て、社会資源を利用した経験のある者や一緒に業

務を行った経験のあるケアマネジャーやケアスタ

ッフからの集合的な評価である評判２）を、供給主

体の提供力を吟味する上での補足資料としてい

た。一人のケアマネジャーでは収集できる情報に

限界があるが、評判を補足資料とすることで、供

給主体の提供力をより正確にアセスメントするこ

とができる。

（b）供給主体の利用者の依頼後の

実践活動プロセス

次に、供給主体の提供力を促進するための実践

活動プロセスを述べる。

ケアマネジャーは利用者の依頼を受けてから、

利用者の問題を解決できるような社会資源や供給

主体を選び出す。そのうえで供給主体が利用者に

適合する社会資源を提供できるように、以下の実

践活動を展開していることが本調査から明らかに

なった。

第一に、利用者の問題を解決できるだけの提供

力を有する供給主体を選び出す実践活動である。

ケアマネジャーは、利用者からの依頼がくると、

利用者の希望を踏まえながら、利用者の問題解決

をできるだけの提供力を有する供給主体に打診を

行い、ケアプランに組み入れる。

しかしながら、ケアプランに組み入れた供給主

体が利用者の問題解決をできるとは限らない。そ

のため、ケアマネジャーは、利用者に社会資源が

提供され始めると、利用者の希望や評価に即し

て、供給主体の管理者やケアスタッフに対するフ

ィードバックやアドバイスを行ったり、ときには

詳細な支援手順マニュアルを作成しケアチームに

共有させることを通して、供給主体が利用者に適

合した社会資源を提供できるように介入する。

最後に、ケアマネジャーの介入を受け、供給主

体が利用者に合致した社会資源を提供することが

できるようになると、ケアマネジャーは供給主体

に社会資源の提供やケアマネジメントを任せてい

く。

以上のように、利用者の利用力と供給主体の提

供力という観点から、ケアマネジャーの実践活動

プロセスを分析した。ケアマネジャーは、利用者

に対して直接的な支援を行うだけではなく、供給

主体が利用者に適合した社会資源を提供できるよ

うにしていること、さらにはあらゆる業務を通じ

て供給主体の情報を収集、提供力をアセスメント

し、利用者に仲介できるように備えていることが

明らかにされた。

諸外国のケアマネジメント研究（Moxley

1989=1994; Rothman and Sager 1998）には、ケ

アマネジャーが社会資源の質や信頼性など提供力

をアセスメントする実践活動もプロセスのひとつ

として明記されている。しかしながら、わが国に

おいては、利用者を基盤とした直接的な実践活動

を中心にケアマネジメントが論じられており、ケ

アマネジャーが社会資源や供給主体の提供力をア

セスメントを行う実践活動や、供給主体に介入を

行うことで供給主体が利用者に適合したサービス

を提供することを促す実践活動については、十分

な注目がなされてこなかった。そのため、ケアマ

ネジメントが、高い力量を必要とする業務とはみ

なされてこなかったものと推測される。

本調査の対象は、在宅介護支援センターのケア

マネジャーである。一般の居宅介護支援事業所で

は、ケアマネジメントを申請していない利用者や

中断した利用者に対する支援を行うことは難しい

ため、いくつかの実践活動はそのまま該当しない

可能性はある。しかしながら、本調査から明らか

にされた実践活動の多くは、一般の居宅介護支援

事業所においても、程度の差はあるものの、適用

可能であると考える。

4. 介護保険再編後の
ケアマネジメントをめぐる課題

以上で述べたように、ケアマネジャーが展開し

ている実践活動は、高い力量を必要とするもので

あり、より高い評価がなされることが求められる。

しかしながら、現在の介護保険下においては、ケ

アマネジャーが十分な実践活動をすることが困難
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になっている。本節では、介護保険制度再編後の

ケアマネジメントをめぐる課題を述べる。

第一に、ケアマネジャーがサービス担当者会議

や記録作成に追われていることがあげられる。馬

場・三枝（2008）は、介護保険再編前後のタイム

スタディにより、介護保険再編後のケアマネジャ

ーを対象とした書類作成やサービス担当者会議の

時間数が増加し、調整やアセスメント、ケアプラ

ン作成の時間数が減少していることを明らかにし

ている。さらに、ヒアリング調査をあわせて行っ

た結果、担当ケース数は減少したが、総業務量は

約1.2倍に増加し、なかでもモニタリング、書類作

成・整理・発送など、記録、サービス担当者会議

の時間が２倍から７倍に増加したことを指摘して

いる。

この背景要因として、①サービス担当者会議の

義務づけによる業務量と記録の増加、②公表制度

による記録の内容や種類の増加、③モニタリング

業務と記録の増加、④担当件数の減少による利用

者一人当たりにかける時間の増加を指摘し、「ア

セスメント･課題分析」「ケアプラン作成」といっ

た中核業務の業務割合が大幅に減少していること

を述べている。介護保険再編後、ケアマネジャー

は制度改正にともなう業務に追われていることが

うかがわれる。

第二に、一点目で提示した状況のなか、ケアマ

ネジャーの業務継続が困難になっていることがあ

る。越智・金子（2008）は、介護保険改正後、ケ

アマネジャーがバーンナウト傾向を強めているこ

と、その背景として①新予防給付の創設、②標準

担当件数の引き下げと標準報酬減算強化３）、③介

護報酬改定の影響があることを考察している。

介護保険改正前より、ケアマネジャーの労働条

件の厳しさは指摘されていた。さらに、介護保険

制度改正により、ケアマネジャー個人の裁量で判

断できる部分が減少したことに加え、業務量の増

加や利用者の関係継続の困難さ、苦情対応が負担

感を増し、業務を継続する意思が弱まっている。

このような状況のなか、いくつかの取り組みが

実施されている。たとえば、報酬の加算がある。

平成21年度の介護報酬改定によって、認知症や独

居、退院の支援など利用者の困難さを踏まえて報

酬を加算することが方向づけられた４）。利用者を

一律のものとせず、利用者の支援困難さを踏まえ

て報酬を加算したことは、評価に値する。

しかしながら、報酬の加算はあくまで利用者の

問題に焦点を当てており、地域における社会資源

の整備状況には焦点が当てられていない。ケアマ

ネジメントは利用者と社会資源を結びつけるもの

であるため、社会資源の整備状況の影響も大き

い。したがって、社会資源が量･質とともに未整

備な地域で業務を行うケアマネジャーは、利用者

に仲介する社会資源を探索し、供給主体の提供力

を促進することに大きなエネルギーを割くことに

なる。しかしながら、そのような業務には注目が

なされていない。

また、加算となる要因以外にも、業務を困難に

する利用者は存在する。認知症の程度や医療依存

度は低くても、利用が安定しない利用者、複雑な

家族関係をもつ利用者、現実的でない期待をもつ

などして苦情が多い利用者も、ケアマネジメント

を困難にする。

さらに、必要性があるにもかかわらず、アクセ

スを行わない利用者や中断をする利用者は、生命

に多大なリスクを負うことになる。このような利

用者を一般の居宅介護支援事業所で対応すること

は困難であり、ケアマネジャーはジレンマに苦し

むこととなる。

5. 終わりに

ケアマネジメントは、利用者に対して直接相談

や支援を行うだけではなく、利用者に供給主体を

結びつけ、連絡･調整を行うことによって、利用

者の問題を解決する。ケアマネジャーが連絡･調

整を行っても、利用者が約束を守らなかったり、

供給主体が連絡･調整に対応した社会資源を提供

しない場合も少なくない。そのような場合、ケア

マネジャーが連絡･調整を行っていないのか、あ

るいはケアマネジャーが連絡･調整を行ったにも

かかわらず、利用者や供給主体がそれに対応して

いないのかがあいまいになり、非常にストレスフ

季刊家計経済研究　2009 SPRING No.82

42



ルな状態に陥りやすい。利用者と供給主体の間に

立ち、隔靴掻痒の思いを感じるケアマネジャーも

少なくないであろう。

ケアマネジャーはケアシステムを支える上で重

要な役割を果たす専門職である。しかしながら、

ケアマネジャーだけがその役割を遂行するのでは

ない。介護保険制度再編後に新設された地域包括

支援センターは、その役割のひとつとして、居宅

介護支援事業所の日常的個別指導･相談、支援困

難事例などへの指導･助言、総合相談･支援事業を

行うこととなっている。しかしながら、現実には

介護予防マネジメントに追われ、その役割を十分

に果たせない状況にある。今後、地域において、

自治体や各機関、インフォーマルサポートネット

ワークを含めた新たなケアシステムの整備を行っ

ていくことが求められる。

注
1）代表的なものだけでも、①ケア計画を作成することを
基本とした｢仲介モデル（broker model）｣、②一人の
利用者に対するケア計画を実施できる金額をケアマネ
ジャーが確保する｢サービス管理モデル（service
management model）｣、③ケアマネジメント機関が
ケア計画実施の決定権や財源を有しており、ケアマネ
ジャーは対象者へのサービス内容や頻度について決定
されている基準の範囲内で、ケア計画を策定する「マ
ネジドケアモデル（managed care model）」、④「ソ
ーシャルスキルトレーニング」などの併用により、利
用者との生活機能を高める｢リハビリテーションモデ
ル｣、⑤利用者の心理的な側面にも介入する｢臨床モデ
ル（clinical model）｣、⑥利用者のストレングスを促す
ことや、地域を資源の宝庫とみなし、ケアマネジャー
と利用者の関係形成が強調される｢ストレングス･モデ
ル｣、⑦ケアマネジメントの機能を利用者の支援にかか
わる一連の連続的機能と、必要なときに行われる断続
的機能に分けた「包括モデル（comprehensive model）」
がある。

2）評判とは、対象が信頼に値するか否かを判断するとき
に、自分自身が直接相手から得た印象･情報のみなら
ず、第三者を通じた対象の信頼性であり、集合体にお
ける周知の事実としての情報となる（千葉 1996: 215）。
本論では、評判を、個々人による評価が蓄積されて一
定の方向性をもった評価と定義する。

3）介護保険制度では、ケアマネジャー一人当たりの担当
件数が40件以上になった場合、全件数に逓減制が適用
される。なお、平成21年度の介護報酬改定により、介
護支援専門員一人当たりの担当件数が40件以上になっ
た場合、40件を超える部分に逓減制が適用される仕組
みとなることが予定されている。

4）平成21年度の介護報酬の改定により、「居宅介護支援･
介護予防支援」に、①入院時や退院時に、利用者の情
報を病院と共有した場合の評価として、「医療連携加
算」と「退院･退所加算」、②認知症日常生活自立度が
Ⅲ以上の認知症高齢者に対する支援を行った場合の
「認知症加算」、③独居高齢者に対する支援を行った場
合の「独居高齢者加算」、④居宅介護支援を受けてい
た利用者が、居宅サービスから小規模多機能型居宅介
護に移行する際に、居宅介護支援事業者が利用者につ
いての必要な情報を、小規模多機能型居宅介護事業所
に提供した場合などを評価する「小規模多機能型居宅
介護事業所連携加算」、⑤初回（新規に居宅サービス
計画を策定した場合および要介護状態区分の２段階以
上の変更認定を受けた場合）の「初回加算」が設けら
れる予定である。
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